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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等の記載に係る取扱いについて（通知） 

 

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」（令和６年３月15日老発0315

第１号厚生労働省老健局長通知）について、事務負担軽減の観点から、別紙１－１から別紙１－４におい

て、別紙３－２及び別紙５０の「特記事項の変更前及び変更後」に対応する事項のみの記載で差し支えな

いこととします。 

なお、「特記事項の変更前及び変更後」は、正確かつ確実に記載してください。 
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